
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2015 年（平成 27 年） 

 11 月 16 日（月） 

発行：税理士法人 SBC パートナーズ 

   大阪市北区太融寺町3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階 

 

 

 

 

「資産の法人化」実践的活用セミナー「資産の法人化」実践的活用セミナー「資産の法人化」実践的活用セミナー「資産の法人化」実践的活用セミナー    

日 時：2015 年 12 月 9日（水） 

    2016 年 1 月 21日（木） 

  開催時間は、全日程 13：30～15：30 です。 

講 師：税理士法人 SBCパートナーズ  

  執行役員 税理士 藤本 敦司 

対 象：個人資産家の方   

定 員：各日 30 名（先着順） 

参加費：無料   

会 場：SBC 本社セミナールーム 

大阪市北区太融寺町 3-24 

       日本生命梅田第二ビル 3F 

各線大阪駅･梅田駅から徒歩 6 分 

 

お問合せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

     Tel:06-6315-1819 

（担当：國森・宮阪） 

SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar SBC Seminar 

 

セミナー案内セミナー案内セミナー案内セミナー案内    

    

 

 

 

扶養親族とは、その年の 12

月 31日の現況で、次の 4つ

の要件のすべてに当てはま

る人です。①配偶者以外の

親族（6親等内の血族及び 3

親等内の姻族をいいます。）

又は里子や市町村長から養

護を委託された老人である

こと。②納税者と生計を一

にしていること。③年間の

合計所得金額が 38 万円以

下であること。④青色事業

専従者としてその年を通じ

て一度も給与の支払を受け

ていないこと又は白色事業

専従者でないこと。 
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SBCSBCSBCSBC        

Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 

エスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックスエスビーシー・ファーストタックス 

海外扶養親族の扶養控除等Ｑ＆Ａ公表 海外扶養親族の扶養控除等Ｑ＆Ａ公表 海外扶養親族の扶養控除等Ｑ＆Ａ公表 海外扶養親族の扶養控除等Ｑ＆Ａ公表 

親族関係書類の具体的内容等全 33 問 親族関係書類の具体的内容等全 33 問 親族関係書類の具体的内容等全 33 問 親族関係書類の具体的内容等全 33 問 

 

国税庁はこのほど、「国外扶養親族に係る扶養控除等Ｑ＆Ａ(源

泉所得税関係)」全 33問を公表した。 

平成 27 年度税制改正で、平成 28 年１月 1 日以後に支払うべき

給与等から、国外居住親族に係る扶養控除や配偶者控除等を受け

る居住者は、給与等の支払者に対して、扶養控除等申告書などの

提出時に、所定の親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示

しなければならないこととされた。 

今回のＱ＆Ａは、この書類等の添付義務化に関する具体的内容

を示したもの。 

外国政府等が発行した書類などが対象となる「親族関係書類」

については、具体例として①戸籍謄本その他これに類する書類、

②出生証明書、③婚姻証明書が示されており、これらの書類は、

国外居住親族の氏名、生年月日及び住所等の記載のあるものに限

られる。一つの書類でこれらの事項が明らかでない場合は複数の

書類を組み合わせて証明を受ける必要がある。 

また、クレジットカード発行会社が発行する書類やその写しが

該当する「送金関係書類」については、代表者にまとめて送金等

がされている場合、代表者以外の者の「送金関係書類」には該当

しないことなどが示されている。国外居住の配偶者に対して、子

の生活費等もまとめて送金等した場合には、その「送金関係書類」

は、子の「送金関係書類」とは認められない。国外居住親族への

送金が複数年分まとめて行われている場合には、その送金関係書

類は、送金等した年分の「送金関係書類」にのみ該当する。他の

年分の「送金関係書類」とすることはできない。 

「親族関係書類」と「送金関係書類」に共通する事項として掲

げられているのが、その書類が外国語で作成されている場合の取

扱いだ。書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を

提出する必要がある。書類全文の翻訳とはいかないまでも、最低

限、法令で規定されている国外居住親族の氏名、生年月日及び住

所等が記載された翻訳文の提出は必要になる。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 
【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


